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富
士
市
勤
労
者
教
育
資
金
利
子
補
給
制
度

教
育
ロ
ー
ン

の
利
子
を
補
給

く
ら
し
の
資
金

　
　
　
借
り
入
れ

の
利
子
を
補
給

　
勤
労
者
や
そ
の
家
族
の
、
教
育
費
用
の
負
担

を
軽
減
す
る
制
度
で
す
。

■
利
子
補
給
期
間
／
最
初
の
5
年
以
内
（
据
置
期
間
を

除
く
）

■
利
子
補
給
率
／
0
・
8
％

■
利
子
補
給
対
象
額
／
1
人
に
つ
き
最
高
3
0
0
万
円

【
利
用
で
き
る
人
】（
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人
）

○
富
士
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
引
き
続
き
１
年
以
上

居
住
し
て
い
る
人（
住
民
票
の
写
し
の
提
出
が
必
要
）

○
市
税
を
完
納
し
て
い
る
人
（
市
税
完
納
証
明
書
の
提

出
が
必
要
）

○
本
人
ま
た
は
そ
の
2
親
等
以
内
の
親
族
が
、
大
学
等

に
進
学
す
る
か
、
現
在
大
学
等
に
在
学
し
て
い
る
人

○
前
年
の
所
得
金
額
が
1
0
0
0
万
円
以
下
の
人
（
所

得
証
明
書
な
ど
の
提
出
が
必
要
）

○
ろ
う
き
ん
が
指
定
す
る
保
証
機
関
の
保
証
が
受
け
ら

れ
る
人
で
、
ろ
う
き
ん
教
育
ロ
ー
ン
の
審
査
基
準
を

満
た
し
て
い
る
人

★
大
学
等
…
大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
、
高
等
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
、
専
門

学
校
、
6
か
月
以
上
の
外
国
留
学
な
ど
。

※
そ
の
他
必
要
書
類
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

■
利
子
補
給
期
間
／
最
初
の
5
年
以
内

■
利
子
補
給
率
／
1
・
0
％

■
利
子
補
給
対
象
額
／
1
件
に
つ
き
最

高
2
0
0
万
円

※
対
象
に
な
る
費
用
の
条
件
及
び
そ
の

他
必
要
書
類
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

富
士
市
勤
労
者
く
ら
し
の
資
金

利
子
補
給
制
度

静
岡
県
労
働
金
庫

富
士
ロ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

1（
52
）8
3
3
3

永
田
町
2-

36

（
ろ
う
き
ん
富
士
支
店
2
階
）

◆
月
〜
金
曜
日

　
9
〜
15
時
（
水
曜
日
は
17
〜
19

　
時
も
受
け
付
け
）

◆
土
・
日
曜
日
（
要
予
約
）

　
9
〜
12
時
、
13
〜
16
時

※
祝
休
日
、
年
末
年
始
は
除
く

 

　（
そ
の
ほ
か
、
臨
時
休
業
あ
り
）。

利
子
補
給
の
対
象
に
な
る
融
資
に

つ
い
て
は
こ
ち
ら

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

利
子
補
給
制
度

　

毎
年
9
月
10
日
を
中
心
に
「
屋
外
広
告

物
適
正
化
旬
間
」
と
し
て
、
屋
外
広
告
物

行
政
の
Ｐ
Ｒ
と
と
も
に
、
県
内
一
斉
に
違

法
な
は
り
紙
や
は
り
札
な
ど
簡
易
広
告
物

の
除
却
活
動
や
違
反
立
て
看
板
な
ど
に
対

す
る
是
正
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ル
ー
ル
を
守
っ
た
屋
外
広
告
物
を

【はり紙など広告掲載の禁止物件】

橋やトンネルなど

信号機や
道路標識など

街路樹や保存樹など

電柱や
街路灯など

電話ボックスや
郵便ポストなど

問
い
合
わ
せ
　
建
築
指
導
課

1（
55
）2
9
0
9
  
5（
53
）2
7
7
3

Ekentiku@
div.city.fuji.shizuoka.jp

　

市
で
は
、
市
条
例
に
違
反
し
た
広
告
物
（
は
り

紙
、
は
り
札
、
広
告
旗
、
立
て
看
板
）
を
撤
去
し

て
い
ま
す
。

　

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
や
電
柱
、
街
路
灯
な
ど
の
禁
止

物
件
（
下
図
参
照
）
に
、
は
り
紙
な
ど
の
違
反
広

告
物
を
見
か
け
た
場
合
や
、
自
宅
や
ア
パ
ー
ト
、

駐
車
場
の
塀
や
フ
ェ
ン
ス
な
ど
に
無
断
で
広
告
物

を
は
り
出
さ
れ
て
困
っ
て
い
る
場
合
は
、
撤
去
し

ま
す
の
で
、
建
築
指
導
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

一
定
の
表
示
面
積
を
超
え
る
広
告
物
は
、
条
例

に
基
づ
く
許
可
・
更
新
が
必
要
で
す
。
許
可
基
準

は
、
設
置
す
る
地
域
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、建
築
指
導
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
許
可
基
準
・
規
制
地
域
図
に
つ
い
て
は
、

市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

※
く
ら
し
と
市
政
→
ま
ち
づ
く
り
→
景
観
・
広
告
物
・

　
緑
化
活
動
・
公
園
→
屋
外
広
告
物

※

違
反
広
告
物
を
撤
去
し
て
い
ま
す

広
告
物
は
許
可
を
受
け
て
か
ら

　
　
　
　
　
設
置
し
ま
し
ょ
う

広
告
物
は
許
可
を
受
け
て
か
ら

　
　
　
　
　
設
置
し
ま
し
ょ
う

★
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